
住民税に関する
疑問・悩みにお答えします

住民税住民税

　県民税と町民税を総称して一般的に「住民
税」または「町県民税」と呼んでいます。ま
た、住民税には 個人にかかるものと法人に
かかるものがあるため、個人にかかる住民税
を「個人住民税」と呼びます。

A 　個人住民税は前年中（１～12月）の所得に基づいて
課税します。現在収入がない場合でも、前年中の所得
により算出し、課税される場合は納税通知書を送付
します。また、退職時に一括徴収された個人住民税は
前々年の所得に対して課税したものとなります。

　町から日本年金機構等の年金保険者に年金特別徴
収の依頼を行ってから、実際に年金特別徴収される
税額に反映されるまで数か月かかります。
　そのため、年金特別徴収税額の変更等が年金振込
通知に反映されない場合があります。正しい税額
は、町から送る納税通知書の税額です。

　年金から特別徴収するのは、公的年金等の所得に
係る税額のみです。年金以外の所得がある場合に
は、年税額から年金からの特別徴収額を除いた残り
の額を納付書で納付することになりますので、二重
払いにはなりません。

　年金からの特別徴収については、４・６・８月
（仮徴収）と10・12・２月（本徴収）で特別徴収
税額の算定方法が異なります。仮徴収は前年度の公
的年金等の所得に係る年税額の２分の１を３回に分
けて引き落としします。本徴収は、公的年金等に係
る個人住民税等の今年度の年税額のうち、仮徴収で
納めた分を差し引いた残りを３回に分けて引き落と
します。そのため、８月と10月で税額に差異が生
じる場合があります。
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住民税と町民税・県民税は
違うのですか？

昨年会社を退職し、現在収入はありません。
退職時に個人住民税は一括で納めました。
今年６月に納税通知書が届きましたが、
どうしてですか？

日本年金機構等からの年金振込通知と
町からの納税通知書とで住民税額が
違うのはなぜですか？

年金から特別徴収されているのに
納税通知書が届きました。
二重払いにはなりませんか？

８月に比べて10月の年金特徴額が大幅に
増えた（減った）のはなぜですか？
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　住民税は１月１日に住所を有する市区町村
で課税されるので、１月２日以降に住所を町外
へ移されても新住所地で課税はされません。

　勤務先の事業所から町に「特別徴収に係る給
与所得者異動届出書」を提出してもらいます。
　残額の納付方法については以下の３つがあ
ります。

・本人が後日税務課から送付される納付書で
　納める。
・事業所が最後の給与から一括天引きする。
・転勤先で継続して給与天引きする。

年の途中で転出した場合の個人住民税
等は、新住所地で課税されるのですか？

会社を退職した場合、個人住民税
等の納め方はどうなりますか？

Q

Q

A 　勤務先の経理や給与の担当者に相談してくださ
い。事業所が特別徴収可能ということであれば、事
業所が町に「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」
を提出することで手続できます。
※過誤納を防ぐため、事業所には納付済月数や期別
を正確に伝えてください
※納期限を過ぎてしまった税額を特別徴収へ切り替
えることはできません

再就職したので、個人住民税等を給与
天引きにしたいのですが、どうしたら
よいですか？
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　令和６年度から国内に住所を有する個人
に対して課税される国税です。個人住民税
均等割が賦課される方1人に対して、年額
1,000円を市町村が賦課徴収することとさ
れ、その税収は全額が森林環境譲与税とし
て都道府県・市区町村へ分配されるしくみ
となっています。
　なお、個人住民税とあわせて徴収するた
め個人住民税等と呼ぶことがあります。

A

森林環境税とは何ですか？Q
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	2406／07まちトピ02
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	2406／40裏表紙


